
(決議)資料１① 

懲罰規程 新旧対照表 

現 行 改 定 備考 

懲罰規程 懲罰規程 

第３条 〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕 第３条 〔都道府県等の司法機関における懲罰〕 １条１号の定

義に合わせた

修正 

１．司法機関組織運営規則第１９条に基づき、本協会の規律委

員会及び裁定委員会は、都道府県協会等の司法機関に、その

所管する加盟団体、加盟チーム又は選手等に関する懲罰問題

を本協会懲罰規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用す

る権限を委任する。 

１．司法機関組織運営規則第１９条に基づき、本協会の規律委

員会及び裁定委員会は、都道府県協会等の司法機関に、その

所管する加盟団体、加盟チーム又は選手等に関する懲罰問題

を本協会懲罰規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用す

る権限を委任する。なお、特定の懲罰問題について、当該権

限を有する都道府県協会等の司法機関が複数あるなど、当該

権限を行使すべき機関に疑義が生じた場合には、本協会の規

律委員会又は裁定委員会が個別に決定するものとする。 

管轄権が重複

した場合の取

り決めについ

て規定 

４．都道府県協会等の司法機関は、第２５条に定める場合を除

き、本条に基づき委任された権限を都道府県協会等の加盟団

体その他の第三者に再委任することはできない。但し、Jリ

ーグがJリーグ規約等の定めに従い再委任する場合はこの限

りでない。 

疑義を避ける

ための修正 

（１）警 告 審判による警

告・退場は競

技規則に基づ

く懲戒措置で

あるため、本

規程からは削

除 

主審が試合中に選手等に対し、競技規則に基づきイエロ

ーカードを示す 

同上 

（２）退場 同上 

主審が試合中に選手等に対し、試合中にフィールド及び

その周辺から立ち去るように命じる 

同上 
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（３）戒 告 （１）戒 告

口頭をもって戒める 書面をもって戒める 書面によるこ

ととした。 

（４）譴 責 （２）譴 責

（５）罰 金 （３）罰 金

（６）社会奉仕活動 （４）社会奉仕活動

（７）没 収 （５）没 収

（８）賞の返還 （６）賞の返還

（９）一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場

停止

（７）一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場

停止

（10）公的職務の一時的、無期限又は永久的な停止・禁止・解

任 

（８）公的職務の一時的、無期限又は永久的な停止・禁止・解

任 

（11）一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停

止・禁止

（９）一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停

止・禁止

（12）除 名 （10）除 名

１．前条第１項第９号から第１１号並びに前条第２項第１２号

及び第１３号の懲罰のうち、３年を超える懲罰、又は無期限

の懲罰を受けた個人又は団体（以下、個人、団体ともに「当

事者」という。）は、処分開始日から３年が経過した後に、

以下の手続により解除の申請を行うことができる。 

１．前条第１項第７号から第９号並びに前条第２項第１２号及

び第１３号の懲罰のうち、３年を超える懲罰、又は無期限の

懲罰を受けた個人又は団体（以下、個人、団体ともに「当事

者」という。）は、処分開始日から３年が経過した後に、以

下の手続により解除の申請を行うことができる。 

１．加盟団体又は加盟チームに所属する個人が違反行為を行っ

た場合には、その個人に対して懲罰を科するほか、その個人

が所属する加盟団体又は加盟チームに対しても懲罰を科すこ

とができる。ただし、その加盟団体又は加盟チームに過失が

なかったときは、この限りではない。 

１．加盟団体又は加盟チームに所属する個人が違反行為を行っ

た場合には、その個人に対して懲罰を科するほか、その個人

が所属する加盟団体又は加盟チームに過失が認められる場合

には、当該団体又はチームに対しても懲罰を科すことができ

る。 

表現の適正化 

２．仲介人がその所属する法人の業務に関して違反行為を行っ

た場合には、同人に対して懲罰を科するほか、同人が所属す

る法人に対しても懲罰を科すことができる。ただし、その法

人に過失がなかったときは、この限りではない。 

２．仲介人がその所属する団体の業務に関して違反行為を行っ

た場合には、同人に対して懲罰を科するほか、同人が所属す

る団体に過失が認められる場合には、当該団体に対しても懲

罰を科すことができる。 

同上 

１．違反行為が行われた場合においても、その情状において酌 １．違反行為が行われた場合においても、その情状において酌



量すべき事情があるときは、その懲罰を軽減することができ

る。 

量しうる事情があるときは、その懲罰を軽減することができ

る。 

２．前項の規定における情状において酌量しうる事情は、以下

のとおりとする。 

情状酌量自由

の例示列挙 

（１）違反行為について真摯に反省している場合 同上 

（２）関係者との間で示談が成立している場合 同上 

（３）解雇・退職等他で制裁を受けている場合 同上 

（４）懲罰により選手等の関係者の活動が著しく制限される場

合 

同上 

（５）その他特に参酌すべきと判断される事情がある場合 同上 

２．前条により懲罰を加重すべき場合においても、なお前項の

規定を適用することができる。 

３．前条により懲罰を加重すべき場合においても、なお前項の

規定を適用することができる。 

４．本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに都道府県協会等

の司法機関は、前３項に定める権限のうち調査（第２０条に

定める事情聴取を含む。）に限り、自己の責任によりその加

盟団体等に委任することができる。 

調査の委任に

関して規定 

規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は、

原則として当事者に対し事情聴取を行い、その意見を聞くもの

とする。ただし、当事者の同意がある場合又は対象者が事情聴

取を拒否若しくは無断欠席した場合はこの限りではない。 

規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は、

原則として当事者に対し事情聴取を行い、その意見を聞くもの

とする。ただし、当事者が事情聴取を希望しない旨の意思表示

をした場合、事情聴取の実施希望に関して合理的な期間内に応

答しなかった場合、事情聴取に欠席した場合又はその他事情聴

取を実施しないことにつき合理的な理由がある場合はこの限り

ではない。 

条件の明確化 

第26条 〔主審の下す懲罰〕 第26条 〔主審の下す決定〕 

試合中は主審が懲罰の決定を下すものとし、その決定は最終

的なものとする。 

本規程の定めにかかわらず、主審は、競技規則に基づき懲戒

措置（警告及び退場等）を決定することができるものとし、そ

の決定は最終的なものとする。 

主審の決定は

競技規則に基

づくものであ

ることを明確

にした。 

第27条 〔警 告〕 第27条 〔競技及び競技会における懲罰基準〕 



主審による警告処分に関連する懲罰は、別紙１『競技及び競

技会における懲罰基準』第１項のとおりとする。 

競技及び競技会における違反行為に対する懲罰は、別紙１

『競技及び競技会における懲罰基準』に従って科されるものと

する。 

27条から29条

を統合 

第28条 〔退 場〕 第28条 〔改正により削除〕 

主審による退場処分の対象となる違反行為に対する懲罰は、

別紙１『競技及び競技会における懲罰基準』第２項のとおりと

する。 

第29条 〔その他の懲罰〕 第29条 〔改正により削除〕 

競技及び競技会における違反行為のうち前２条に定めるもの

を除く行為に対する懲罰は、別紙１『競技及び競技会における

懲罰基準』第３項以下のとおりとする。 

加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人の違反行為のう

ち、前２節に定めるもの（競技及び競技会における違反行為並

びに仲介人に関する規則に関連する違反行為）を除くものに対

しては、本節の定めるところにより、本協会の裁定委員会又は

第３条〔都道府県協会等における懲罰〕所定の都道府県協会等

の司法機関が、調査、審議し、懲罰を決定する。 

加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人の違反行為のう

ち、前２節に定めるもの（競技及び競技会における違反行為並

びに仲介人に関する規則に関連する違反行為）を除くものに対

しては、本節の定めるところにより、本協会の裁定委員会又は

第３条〔都道府県協会等の司法機関における懲罰〕所定の都道

府県協会等の司法機関が、調査、審議し、懲罰を決定する。 

１．加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人が次の各号のい

ずれかに該当する行為を行った場合には、第４条（第１項第

１号及び第２号を除く）の懲罰を科す。 

１．加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人が次の各号のい

ずれかに該当する行為を行った場合には、第４条の懲罰を科

す。 

４条１項１号

および２号の

削除に伴う修

正 

２．前項にかかわらず、指導者（指導者ライセンスを有する者

並びに加盟チームの監督、コーチ及び役職員として登録され

ている者）及び審判指導者が、指導において、暴力、侮辱的

発言、わいせつな言動又はその他不適切な手段を用いた場

合、〔別紙３〕『指導に関連した懲罰基準』に従うものとす

る。 

２．前項にかかわらず、指導者（指導者ライセンスを有する者

並びに加盟チームの監督、コーチ及び役職員として登録され

ている者）及び審判指導者が、指導において、暴力、侮辱的

発言、わいせつな言動又はその他不適切な手段を用いた場

合、〔別紙３〕『指導に関連した懲罰基準』に従って懲罰を

科すものとする。 

表現の適正化 

３．前２項にかかわらず、第３条第３項に基づきＪリーグによ

り科された懲罰については、第１項は適用されず、全ての事

案について不服申立委員会への不服申立が可能なものとす

る。 

３．前２項にかかわらず、第３条第３項に基づきＪリーグによ

り科された懲罰については、本条第１項は適用されず、全て

の事案について不服申立委員会への不服申立が可能なものと

する。 

１．不服申立委員会に不服申立を行おうとする個人又は団体 １．不服申立委員会に不服申立を行おうとする個人又は団体 申立期限の延



（以下、「申立人」という。）は、原懲罰の伝達を受けた日

から３日以内（通知を受けた日を含む）に、不服申立を行う

意思を書面（以下、「不服申立書」という。）により、本協

会不服申立委員会事務局（以下、「事務局」という。）まで

通知しなければならない。 

（以下、「申立人」という。）は、原懲罰の伝達を受けた日

から７日以内（通知を受けた日を含む）に、不服申立を行う

意思を本協会不服申立委員会事務局（以下、「事務局」とい

う。）まで通知しなければならない。 

長および表現

の適正化 

２．申立人は、原懲罰の伝達を受けた日から１０日以内に（通

知を受けた日を含む）不服申立の理由を書面（以下、「理由

書」という。）により、事務局まで通知しなければならな

い。 

２．申立人は、原懲罰の伝達を受けた日から１４日以内に（通

知を受けた日を含む）不服申立の理由を事務局まで通知しな

ければならない。 

提出期限の延

長および表現

の適正化 

３．前２項にかかる不服申立書及び理由書は、ＦＡＸ又は郵送

にて提出されなければならない。 

３．前２項にかかる通知は、電子メールによるものとし、事務

局に到達することをもって完了する。 

通知方法の変

更 

４．前３項に定める手続きが満たされない場合、当該申立は無

効となり、原懲罰が確定する。 

４．前３項に定める手続きのいずれかの要件が満たされない場

合、当該申立は無効となり、原懲罰が確定する。 

表現の適正化 

３．事務局は、不服申立が本規則に定める各種の手続き要件を

満たさない場合、当該不服申立を却下する。 

３．事務局は、不服申立が本規程に定める各種の手続き要件を

満たさない場合、当該不服申立を却下する。 

第39条 〔理由書〕 第39条 〔不服申立理由の通知〕 

１．第３７条第２項に定める理由書は、書面によるものとす

る。 

37条3項と重

複するため削

除 

２．理由書の内容には、不服申立の意思とその理由を含むも

のとする。 

第３７条第２項に定める通知には、不服申立の意思とその理

由を記載するものとする。 

表現の適正化 

不服申立委員会の手続きは、原則として、書面のみによって

なされ、当事者等に対する事情聴取は行わないものとする。た

だし、以下の各号に該当する場合はこの限りではなく、事情聴

取を行うことができるものとする。 

不服申立委員会の手続きは、原則として、提出された資料の

みによってなされ、当事者等に対する事情聴取は行わないもの

とする。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではな

い。 

表現の適正化 

（１）不服申立委員会の委員長が必要と判断した場合 （１）不服申立委員会の委員長が事情聴取を必要と判断した場

合

表現の適正化 

１．不服申立委員会の通知は、郵送、FAX又は電子メール等

の手段によるものとする。電子メールによる通知の場合、本協

会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子

メールアドレスに発信された時点で有効に通知されたものとみ

なされる。

不服申立委員会の通知は、原則として電子メールによるもの

とする。この場合、本協会、都道府県協会等又は競技会の主催

者に登録されている電子メールアドレスに発信された時点で有

効に通知されたものとみなされる。 

通知方法の明

確化 



２．不服申立委員会の決定の通知は書面にてこれが当事者に到

達したときから有効となる。 

前項の修正に

伴う修正 

１．第３７条第１項に基づき、不服申立書が当事者から本協会

事務局に通知された場合、本協会は速やかに第一審機関にこ

れを通知するものとする。 

１．第３７条第１項に基づく不服申立が当事者から本協会事務

局に通知された場合、本協会は速やかに第一審機関にこれを

通知するものとする。 

２０２０年１０月２２日 




